
 
＜労働契約法（平成19年法律第128号） ＞ 
（労働契約の原則）  
第三条   労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。  
  ２  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。  
  ３  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 
    （４、５ 省略）   
 
 （有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）  
第十八条  同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同 
   じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通算契約期間」という。）が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結し 
   ている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働 
   契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定 
   めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の 
   労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）とする。  
  ２  当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期 
   労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められる 
   ものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」と 
   いう。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間（当該一の有期労働契約を含 
   む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以 
   下この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基 
   礎として厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間 
   に算入しない。  
 
 

現行規定・通達 【転換】 資料１－２ 



   
    

現行規定・通達 【転換】 

＜短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号）＞    ＊平成26年改正後の条項（未施行） 
  （通常の労働者への転換）  
第十三条  事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの 
   措置を講じなければならない。 
    一  通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務 
     の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。  
    二  通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において 

            雇用する短時間労働者に対して与えること。  
       三  一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその 
           他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。  
  
 

＜雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）＞ 

第六条  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。  

  一  労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練  

  二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの  

  三  労働者の職種及び雇用形態の変更  

  四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新  

 

（性別以外の事由を要件とする措置）  
第七条  事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするも 

  ののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれが 

  ある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該 

  業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他 

  の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。  



   
    

現行規定・通達 【転換】 

 

 

＜労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）＞ 

 

  （有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等）  
第三十条  派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者（相 

    当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進する 

    ことが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。）の希望に応じ、 

    次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。  

    一  期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労 

      働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者 

      等に提供すること。  

    二  当該派遣元事業主が職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場 

      合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れるこ   

      と。  

    三  前二号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教 

      育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。 

 

 



 
＜民法（明治29年法律第89号）＞  
 （公序良俗）  
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 
 
 
＜労働基準法（昭和22年法律第49号）＞  
 （均等待遇）  
第三条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱を  
  してはならない。 
 
 （男女同一賃金の原則） 
第四条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 
 
 
＜労働契約法（平成19年法律第128号） ＞ 
（労働契約の原則）  
第三条   労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。  
  ２  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。  
  ３  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 
    （４、５ 省略）   
 
 （期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）  
第二十条   有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と 
  期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の 
  相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び 
  配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。  
 
 
 

現行規定・通達 【均衡処遇】 



 
＜労働契約法の施行について(平成24年8月10日 基発0810第2号)（抄）＞ 
第５  期間の定めのある労働契約（法第４章関係） 
  ６  期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止（法第２０条関係） 
   (1)  趣旨 
      有期契約労働者については、期間の定めのない労働契約を締結している労働者（以下「無期契約労働者」という。）と比較して、 
     雇止めの不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指摘されていること   
     を踏まえ、有期労働契約の労働条件を設定する際のルールを法律上明確化する必要がある。 
       このため、有期契約労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件が相違する場合において、期間の定めがあることによ 
     る不合理な労働条件を禁止するものとしたものであること。 
 
   (2)  内容 
    ア  法第２０条は、有期契約労働者の労働条件が期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その 
     相違は、職務の内容（労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度をいう。以下同じ。）、当該職務の内容及び配置の 
     変更の範囲その他の事情を考慮して、有期契約労働者にとって不合理と認められるものであってはならないことを明らかにした 
     ものであること。 
       したがって、有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件の相違があれば直ちに不合理とされるものではなく、法第 
     ２０条に列挙されている要素を考慮して「期間の定めがあること」を理由とした不合理な労働条件の相違と認められる場合を禁止 
     するものであること。 
 
    イ  法第２０条の「労働条件」には、賃金や労働時間等の狭義の労働条件のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服 
      務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の待遇を包含するものであること。 
 
         ウ  法第２０条の「同一の使用者」は、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり、したがって、事業場    
     単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断さ  
     れるものであること。 
 
     

現行規定・通達 【均衡処遇】 



   
     
    エ 法第２０条の「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」は、労働者が従事している業務の内容及び当該業務に 
     伴う責任の程度を、「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」は、今後の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人 
     の役割の変化等（配置の変更を伴わない職務の内容の変更を含む。）の有無や範囲を指すものであること。「その他の事情」は、 
     合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されるものであること。 
       例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違す 
     ることについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的であること 
     を考慮すれば、特段の事情がない限り不合理と認められないと解されるものであること。 
 
    オ 法第２０条の不合理性の判断は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、職務の内容、当該 
     職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであること。とりわけ、通勤 
     手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲 
     その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解されるものであること。 
 
    カ 法第２０条は、民事的効力のある規定であること。法第２０条により不合理とされた労働条件の定めは無効となり、故意・過失 
     による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が認められ得ると解されるものであること。また、法第２０条により、無効とさ 
     れた労働条件については、基本的には、無期契約労働者と同じ労働条件が認められると解されるものであること。 
 
    キ 法第２０条に基づき民事訴訟が提起された場合の裁判上の主張立証については、有期契約労働者が労働条件が期間の定め 
     を理由とする不合理なものであることを基礎づける事実を主張立証し、他方で使用者が当該労働条件が期間の定めを理由とす 
     る合理的なものであることを基礎づける事実の主張立証を行うという形でなされ、同条の司法上の判断は、有期契約労働者及び 
     使用者双方が主張立証を尽くした結果が総体としてなされるものであり、立証の負担が有期契約労働者側に一方的に負わされ 
     ることにはならないと解されるものであること。 
 

現行規定・通達 【均衡処遇】 



   
    

現行規定・通達 【均衡処遇】 
＜短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号）＞     ＊平成26年改正後の法条項 
             （改正法の施行日は、公布の日（平成26年４月23日）から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日） 
  （短時間労働者の待遇の原則） 
第八条  事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする 

   場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度   

   （以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるもの 

   であってはならない。 

 

  （通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止） 
第九条  事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者（第十一条第一項において 

    「職務内容同一短時間労働者」という。）であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用 

   関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の 

   範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの（次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とい 

   う。）については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇 

   について、差別的取扱いをしてはならない。 

 

＜雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）＞ 

  （性別を理由とする差別の禁止）  
第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。  

 

第六条  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。  

  一  労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練  

  二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの  

  三  労働者の職種及び雇用形態の変更  

  四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新  

 

（性別以外の事由を要件とする措置）  
第七条  事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするも 

  ののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれが 

  ある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該 

  業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他 

  の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。  



   
    

現行規定・通達 【均衡処遇】 

 

 

＜雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和61年労働省令第2号）＞ 

                                               ＊第2条第2号の改正は、平成26年7月1日施行 
 

（福利厚生）  
第一条  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 （以下「法」という。）第六条第二号 の厚生労働省令 

  で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。  

  一  生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け  

  二  労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付  

  三  労働者の資産形成のために行われる金銭の給付  

  四  住宅の貸与  

 

（実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置）  
第二条  法第七条 の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。  

  一  労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの  

  二  労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることが 

    できることを要件とするもの  

  三  労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とする 

    もの  

 

 

 

 

 

 

 



   
    

現行規定・通達 【均衡処遇】 

 

 

 

 

 

 

＜職業安定法（昭和22年法律第141号）＞ 

 

  （均等待遇）  
第三条  何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業 
   紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法 の規定によつて、雇用主と労働組合との間 
   に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。  
 
 

＜労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）＞ 

 

（均衡を考慮した待遇の確保）  
第三十条の二  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先（当該派遣労働者に 

    係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。第四節を除き、以下同じ。）に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考 

    慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職 

    務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければなら 

    ない。  

   ２  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均 

    衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確 

    保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。  



＜労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針 

                                                       （平成18年厚生労働省告示第614号）＞ 

   ＊改正後の第3は、平成26年7月1日から適用 

 

第３  間接差別（法第７条関係） 
 １  雇用の分野における性別に関する間接差別 

  (1)  雇用の分野における性別に関する間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、 

    一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がないときに講ずることをいう。 

   

  (2)  (1)の①の「性別以外の事由を要件とする措置」とは、男性、女性という性別に基づく措置ではなく、外見上は性中立的な規定、 

    基準、慣行等（以下第３において「基準等」という。）に基づく措置をいうものである。 

     (1)の②の「他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもの」とは、当該基準等を満たすこと 

    ができる者の比率が男女で相当程度異なるものをいう。 

     (1)の③の「合理的な理由」とは、具体的には、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行 

    上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要であること等をいうものである。 

   

  (3)  法第７条は、募集、採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種及び雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇並びに 

    労働契約の更新に関する措置であって、(1)の①及び②に該当するものを厚生労働省令で定め、(1)の③の合理的な理由がある 

    場合でなければ、これを講じてはならないこととするものである。 

     厚生労働省令で定めている措置は、具体的には、次のとおりである。 

     （均等則第２条各号に掲げる措置） 
     イ 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること（均等則第２条第１号関係）。 

     ロ 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること（均   

      等則第２条第２号関係）。 

     ハ 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること（均等則第２条第３号関係）。 

 

 ３  労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること 

                                                            （法第７条・均等則第２条第２号関係） 
   (1)  均等則第２条第２号の「労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者が住居の移転を伴 

     う配置転換に応じることができることを要件とするもの」とは、労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転 

     居を伴う転勤に応じることができること（以下「転勤要件」という。）を選考基準とするすべての場合をいい、例えば、次に掲げるも 

     のが該当する。 



 

     （転勤要件を選考基準としていると認められる例） 
    イ 募集若しくは採用又は昇進に当たって、転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対象とすること又は複数ある採用又は 

     昇進の基準の中に、転勤要件が含まれていること。 

    ロ 職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対象とすること又は複数ある職種の変更の基準の中に、 

     転勤要件が含まれていること。例えば、事業主が新たにコース別雇用管理（事業主が、その雇用する労働者について、労働者の 

     職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる雇用管理を行うものをいう。）を導入し、その雇用する労働者 

     を総合職と一般職へ区分する場合に、総合職については、転居を伴う転勤に応じることができる者のみ対象とすること又は複数 

     ある職種の変更の基準の中に転勤要件が含まれていることなどが考えられること。 

  (2)  合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由がない場   

    合としては、例えば、次のようなものが考えられる。 

     （合理的な理由がないと認められる例） 
    イ 広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない場合 

    ロ 広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事情その他の特別な事情により本人が転勤を希望し 

     た場合を除き、転居を伴う転勤の実態がほとんどない場合 

    ハ 広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、異なる地域の支店、支社等での勤務経験を積むこと、生産現場の業 

     務を経験すること、地域の特殊性を経験すること等が労働者の能力の育成・確保に特に必要であるとは認められず、かつ、    

     組織運営上、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合 

 

４  労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること（法第７条・均等則第２条第３号関係） 
  (1)  均等則第２条第３号の「労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験 

    があることを要件とするもの」とは、一定の役職への昇進に当たり、労働者に転勤の経験があること（以下「転勤経験要件」とい 

    う。）を選考基準とするすべての場合をいい、例えば、次に掲げるものが該当する。 

     （転勤経験要件を選考基準としていると認められる例） 
     イ 一定の役職への昇進に当たって、転勤の経験がある者のみを対象とすること。 

     ロ 複数ある昇進の基準の中に、転勤経験要件が含まれていること。 

     ハ 転勤の経験がある者については、一定の役職への昇進の選考において平均的な評価がなされている場合に昇進の対象と 

      するが、転勤の経験がない者については、特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。 

     ニ 転勤の経験がある者についてのみ、昇進のための試験を全部又は一部免除すること。 

  



 

  

  (2)  合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由がない場 

    合としては、例えば、次のようなものが考えられる。 

     （合理的な理由がないと認められる例） 
     イ 広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇進するに当たって、本社の課長の業務を遂行する 

      上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ロー 

      テーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とする場合 

     ロ 特定の支店の管理職としての職務を遂行する上で、異なる支店での経験が特に必要とは認められない場合において、当該 

      支店の管理職に昇進するに際し、異なる支店における勤務経験を要件とする場合 



＜コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針（平成25年厚生労働省告示第384号）＞ 

                                                               ＊ 平成26年7月1日から適用 

 

第１  目的 

    この指針は、事業主がコース等で区分した雇用管理（以下「コース等別雇用管理」という。）を行うに当たり、その適正かつ円滑な  

  運用に資するよう、事業主が留意すべき事項について定めたものである。 

 

第２  コース等別雇用管理を行うに当たっての基本的考え方 

    事業主は、コース等別雇用管理を行うに当たっては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

  （昭和47年法律第113号。以下「法」という。）を遵守するとともに、その適正かつ円滑な運用を行い、その雇用する労働者がどのよう 

  なコース等の区分に属する者であってもその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が整備されるよう、この指針で定める事 

  項に留意すべきである。 

 

第３  コース等別雇用管理の定義 

    この指針において「コース等別雇用管理」とは、事業主が、その雇用する労働者について、労働者の職種、資格等に基づき複数の 

   コースを設定し、コースごとに異なる募集、採用、配置、昇進、教育訓練、職種の変更等の雇用管理を行うものをいい、一定の業務 

   内容や専門性等によりコースに類似した複数のグループを設定し、処遇についてグループごとに異なる取扱いを行うもの及び勤務 

   地の限定の有無により異なる雇用管理を行うものも含まれるものである。 

 

第４  コース等別雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項 

 一 事業主は、コース等の新設、変更又は廃止に当たっては、次に掲げることに留意することが必要である。 

   （法に直ちに抵触する例） 
    (1)  一方の性の労働者のみを一定のコース等に分けること。 

    (2)  一方の性の労働者のみ特別な要件を課すこと。 

    (3)  形式的には男女双方に開かれた制度になっているが、実際の運用上は男女異なる取扱いを行うこと。 

   （制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例） 
    (1)  コース等別雇用管理を行う必要性及び当該コース等の区分間の処遇の違いの合理性について十分に検討すること。その際、 

      コース等の区分に用いる基準のうち一方の性の労働者が事実上満たすことが困難なものについては、その必要性について特 

      に注意すること。 

    (2)  労働者の納得が得られ、長期的な職業設計をたてることができるように制度運営がなされることが肝要であることを踏まえ、 

      コース等の区分間の職務内容及び職務上求められる能力を明確にするとともに、労働者に対し、コース等の区分における職務 

      内容、処遇等を十分に説明すること。 



    (3)  コース等の新設、変更又は廃止に際して、処遇を変更する場合には、その内容及び必要性を十分に検討するとともに、当該 

      コース等に属する労働者及び労働組合に対し、十分に説明しつつ慎重に行うこと。またその場合には、転換制度の活用等経過 

      措置を設けることにより柔軟な運用を図ることも考えられること。 

    (4)  コース等を廃止する際、当該コース等に属する労働者の多くが一方の性の労働者である場合には、結果的に一方の性の労 

      働者のみに解雇その他不利益な取扱いがなされることのないよう、教育訓練の実施等により他のコース等への円滑な転換を 

      図る等十分な配慮を行うこと。 

   （労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例） 
    (1)  コース等の区分に分ける際、労働者の従来の職種等に関わらず、その時点における意欲、能力、適性等を適切に評価する 

      とともに、当該労働者の意思を確認すること。 

    (2)  コース等の区分間の転換を認める制度を柔軟に設定すること。その際、労働者に対し、コース等ごとの職務内容、処遇の内 

      容等の差異について情報を提供するとともに、労働者の意向等を十分に把握した上で、例えば、次の事項に配慮した柔軟な運 

      用を図ることも検討すること。その際、女性労働者の活躍推進の観点から、コース等の区分間の転換を目指す労働者の努力を 

      支援すること等に配慮した制度設計を行うことが望まれること。 

      ⅰ） 転換が区分間相互に可能であること。 

      ⅱ） 転換の機会が十分に確保されていること。 

      ⅲ） 転換の可否の決定及び転換時の格付けが適正な基準で行われること。 

      ⅳ） 転換を行う労働者に対し、これまでのキャリアルートの違いを考慮した教育訓練を必要に応じ受けさせること。 

 

 二 事業主は、コース等別雇用管理における労働者の募集又は採用に当たっては、次に掲げることに留意することが必要で 

   ある。 

   （法に直ちに抵触する例） 
   (1)  募集又は採用に当たり、男女別で選考基準又は採用基準に差を設けること。 

   (2)  募集又は採用に当たり、合理的な理由なく転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対象とすること（いわゆる 

     「転勤要件」）又は合理的な理由なく複数ある採用の基準の中に、転勤要件が含まれていること。 

      ただし、法上、総合職の女性が相当程度少ない場合に、例えば総合職の採用に当たって、女性を積極的に選考する 

     こと等女性優遇の措置をとることは許容されていること。 



   （制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例） 
    (1)  募集又は採用に当たり、応募者の自主的なコース等の選択を促進する観点から、応募者に対し、コース等ごとの職務内容、 

      処遇の内容等の差異について情報を提供すること。 

    (2)  募集又は採用に当たり、合理的な理由により転勤要件を課す場合には、応募者に対し、可能な範囲で転勤要件に関する情 

      報を提供すること。 

   （労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例） 
    (1)  採用時にはその雇用する労働者をコース等に区分せず、一定の勤務経験を経た後に、当該労働者の意欲、能力、適性等に 

      応じて区分することも一つの方法として考えられること。 

    (2)  採用担当者等に対する研修の実施等により、性別に関わらず、労働者の意欲、能力、適性等に応じた採用の実施の徹底を 

      図る等の対策を講じること。 

    (3)  コース等別雇用管理を行う事業主においては、一般的に、事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、営業、研究開 

      発等を行う業務に従事するコース（いわゆる「総合職」）に女性労働者が少なく、定型的業務に従事するコース（いわゆる「一般 

      職」）に多い等の実態があることから、総合職の女性が相当程度少ない状況である場合には、その募集又は採用に当たり、女 

      性応募者を積極的に選考することや女性応募者に対し、採用面接の際に女性の活躍を推進する意思表示を積極的に行うこと。 

  

 三 事業主は、コース等別雇用管理における配置、昇進、教育訓練、職種の変更等に当たっては、次に掲げることに留意することが必 

  要である。 

    （法に直ちに抵触する例） 
      配置、昇進、教育訓練、職種の変更等に当たり、男女別で運用基準に差を設けること。 

      ただし、法上、総合職の女性が相当程度少ない場合に、例えば、コース等転換制度を積極的に用いて、一般職女性の総合職 

     への転換促進を図ることは許容されていること。 

    （制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例） 
      コース等ごとにそれぞれ昇進の仕組みを定めている場合には、これを明確にすること。 

    （労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例） 
      一般職についても、相応の経験や能力等を要する業務に従事させる場合には、その労働者に対し、適切に教育訓練等を行い、    

     その能力の向上を図るとともに、当該労働者の意欲、能力、適性等に応じ、総合職への転換を行うこと。 

 



 

    

    
  四 その他 

   (1)  コース等別雇用管理を行う場合において、制度を導入した後も、コース等別雇用管理の状況を把握し、それを踏まえ、コース 

     等別雇用管理を行う必要性の検討及び法に則した雇用管理となっているかの分析を行うとともに、その結果、法に則した雇用管 

     理への改善が必要と認められる場合においては、当該コース等別雇用管理を法に則したものとなるよう、必要な措置を講じるこ 

     とが重要であること。 

   (2)  どのようなコース等の区分を選択した者にとっても家庭生活との両立を図りながら働くことのできる職場環境を整備したり、出 

     産、育児による休業を取得しても、その後の労働者の意欲、能力、成果等によって、中長期的には処遇上の差を取り戻すことが 

     可能になるような人事管理制度や能力評価制度の導入を積極的に推進することが重要であること。 



改革の目的：個人のライフスタイルに合わせた多様な働き方やキャリア形成を可能にし、労使双方にとってメリットを生む働き方を確立する
ことで、安定的な雇用創出を促進する。 
  
１．ジョブ型正社員のルール整備を目指して 
  
 ジョブ型正社員（職務、勤務地、労働時間いずれかが限定される正社員）は、専門性に特化したプロフェッショナルな働き方、子育てや

介護との両立、正社員への転換を望むも無限定な働き方は望まない非正社員、等の受け皿として重要である。 
  
 ジョブ型正社員は多くの企業で既に導入されているが、その特性に沿った雇用管理が行われていない、または、そうした雇用管理が事前

に明確に設定されている場合でも、実際の運用において徹底されていないことが多い。したがって、ジョブ型正社員の形態・内容につい
て労働契約や就業規則で明示的に定めることが必要である。 

  
 その際、従来の「無限定契約」と「ジョブ型（限定）契約」との相互転換を円滑化し、ライフスタイルやライフサイクルに合わせた多様

な就労形態の選択を可能にすること、また、両契約類型間の均衡処遇を図ることが必要である。 
  
 規制改革会議では、本年6月の「規制改革会議雇用ワーキング・グループ報告書」の内容を踏まえ、①契約締結・変更時の労働条件明示、

②無限定正社員との相互転換制度と均衡処遇、に関して意見を表明することとする。 
  
２．契約の締結・変更時の労働条件明示について 
  
(1)ジョブ型正社員の雇用形態を導入する場合には、就業規則においてジョブ型正社員の具体的な契約類型を明確に定めることを義務付ける。 
  
(2)ジョブ型正社員を採用するときは、その契約類型であることを契約条件として書面で交わし明確にすることを義務付ける。 
  
(3)労働条件明示に関する現行規定は、労働契約締結時だけを対象としていると解されているため、ジョブ型正社員については、労働条件を変 
 更する場合にも、変更内容を書面で明示することを義務付ける。 
  
(4)労働基準法施行規則第5条により労働者に通知することが求められる事項の一つである「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に 
 つき、無限定正社員か又はジョブ型正社員かの別について明示することを義務付ける。 

ジョブ型正社員の雇用ルール整備に関する意見 

平成25年12月５日 
規 制 改 革 会 議   



３．相互転換制度と均衡処遇について  
  
(1)無限定契約とジョブ型（限定）契約について、相互転換を円滑にする方策を法的枠組みも含めて検討する。 
  
(2)相互転換に当たっては、労働者本人の自発的意思を前提とし、労働条件決定を合意することに加え、労働条件変更の書面による明示を義務 
 付ける。 
  
(3)均衡処遇を図るために、有期労働契約について無期労働契約との不合理な労働条件の相違を認めないとする労働契約法第20条に類する規定 
 （雇用形態による不合理な労働条件の禁止）を設ける。 
  
４．今後の議論の進め方 
  

 本意見を受けて、厚生労働省「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」（以下「懇談会」）において議論が深められる ことを強
く期待する。 

  
 「懇談会」は、多様な正社員の雇用管理上の留意点とりまとめを平成26年の夏～秋と予定しているが、規制改革実施計画で定められた「平
成26年度中周知」のためには、2～3か月程度の公表前倒しが必要であり、迅速な検討をお願いしたい。 

  
 規制改革会議は、「懇談会」を含む厚生労働省の取り組みについて検討状況の聴取を行いながら、必要に応じ会議の意見を示すなど引き続
き積極的な働きかけを行っていく 。                   

                       
                                                                                                      以上 


